
市場価格が下落

病気で営農不能平年を超えるような不受胎・流産・死亡で収入減少

・自然災害

・盗難

・運送中の事故

・取引先の倒産

など

軽種馬経営者のみなさまへ
収入保険は農業者の経営努力では避けられない

様々なリスクによる収入減少を補償します！

収入保険

￥
過去の収入金額を
基準とした保険

・個体が死亡、廃用時に補償します。
・出生後すぐには加入できません。
・育成馬を共済目的とする家畜共済の
死亡廃用共済に加入している場合、
収入保険には加入できません。

・加入される方は、青色申告を行い、
帳簿書類を備え付け、取引を記録し、
かつ保存していることが必要です。

・基準収入金額から収入が一定程度
以上減収した場合、補償します。

・収入は青色申告決算書をもとに算定
します。

・家畜共済と同時に加入できるものと
できないものがあります。

農業共済

家畜共済 ：個体を基準とした保険

農業共済と収入保険は国が実施する農業保険です

Ａ 種付 → 不受胎

Ｂ 種付 → 受胎 → 流産

Ｃ 種付 → 受胎 → 出生 → 死亡

そ の 他

（令和5年版）

Ｄ 種付 → 受胎 →   出荷

← 保険期間（出荷予定） →繁殖牝馬
保険期間に出荷を見込
んだ種付頭数

※繁殖牝馬Ａの不受胎は、新規加入の場合は保険期間開始前事故（対象外）



基準収入の算定方法

加入できる方

対象収入

青色申告を行っている農業者（個人・法人）

※ 加入申請時に青色申告「正規の簿記」または「簡易簿記」の実績が１年分あれば加入できます。

現金主義の特例による青色申告は該当しません。

収入保険のしくみ

基準収入は、過去５年間の平均収入（５中５）を基本に、

規模拡大など、保険期間の営農計画も考慮して設定

過去5年の平均収入と見込農業収入金額のどちらか低い金額が、基準収入となります。
見込農業収入金額は次の式により算出されます。

※厩舎面積の増加または過去の農業収入の増減率を反映して算出した金額を基準収入金額として設定できる特例が

あります。

農業者が自ら生産・育成した馬や牧草、胎盤等の販売収入全体
※ただし、預託料、繁殖牝馬の販売、生産者賞などの収入は対象外です。

補償限度額と支払率

補償限度額は、保険方式は80%～50%の範囲で、積立方式は10%、5%のどちらかを選択できます。
支払率は、保険方式は90%～50%（10%単位）、積立方式は90%～10%（10%単位）で選択可能です。

＜保険方式の補償限度の上限＞

加入申請時の青色申告決算書の提出年数

4年 80%

3年 78%

2年 75%

1年 70%

保険方式では補償の下限を設定できます

保険方式では、補償の下限(50%～70%)を設定できます。補償の下限より保険期間の収入が下回った
部分の補償はありません。補償の下限を設定することで、保険料をお安くすることができます。（表1）

下
限

保険方式 80% 78% 75% 70% 60% 50%

なし 2.357% 2.087% 1.738% 1.291% 0.731% 0.434%

50% 2.124% 1.847% 1.484% 1.022% 0.409%

60% 1.860% 1.576% 1.206% 0.714%

70% 1.304% 1.001% 0.598%

表1：保険料率（令和５年から適用）

（注） ５年以上の青色申告実績がある方の場合

収
入
減
少

自己責任部分

保険方式で
補てん

積立方式で
補てん

基準収入

支払率（９割を上限として選択）

90％

80％

保険期間
の収入

保険期間
の収入

（注） ５年以上の青色申告実績がある方の場合

自己責任部分

保険方式補てん

積立方式で補てん

基準収入

90％
80％

この部分の
補てんは、
ありません

収
入
減
少 70％

補償対象外
（補償の下限）

見込農業収入金額
保険期間

出荷予定として種付
けした頭数

過去５年間の実績から３カ年以上の平均金額

１頭当たり
販売金額

販売金額 ÷ 種付け
頭数

保険期間開始前事故頭数分は除く（新規加入の場合）

式

＝ ×

※1／2の国庫補助があります。

補償の下限を70％に設定した場合



保険金の受取実績に応じて、翌年の保険料が変動します。

（表2）

・保険金の受取りがなければ、１段階ずつ下がるのが基本です。

・保険金の受取りがあれば、その金額に応じて上がります。

収入保険に加入する場合は、育成
馬の死亡廃用共済には同時加入で
きません。（表3）

加入時にご用意いただくもの（過去４年分）

・青色申告決算書、業務報告書

・所得税の確定申告書Ｂ第１表

・雑収入の内訳が分かる帳簿等

・年度ごとに所有している繁殖牝馬ごとの種付け・出産の状況
と当該繁殖牝馬から出生した仔馬の販売状況がわかる帳票等

家畜共済との同時加入

危険段階別の保険料率

収入保険に係る税務・会計の取り扱い

保険料及び積立金、付加保険料（事務費）★加入者が負担する額
・保険料と付加保険料は、保険期間の必要経費（個人）または損金（法人）に計上します。
（消費税は非課税）
・積立金は預け金となります。

保険金と特約補てん金 ★加入者へ補償される額
・保険金と特約補てん金のうち国庫補助相当分は、収入保険補てん収入として保険期間の
雑収入に計上します。（消費税は不課税）
・特約補てん金のうち農業者の積立金は普通預金等となります。

収入保険の通知義務

（営農計画の変更通知）
・保険期間中に販売計画に変更が生じた場合（変更後1カ月以内）
（事故発生通知）
・死亡事故等収入減少が見込まれる事由が発生した場合（発生の都度速やかに）
※通知がない場合、免責となることがあります。

危険段
階区分

保険料率
（%）

10 5.028

9 3.398

8 3.282

7 3.166

6 3.051

5 2.935

4 2.820

3 2.704

2 2.588

1 2.473

0 2.357

-1 2.241

-2 2.126

-3 2.010

-4 1.894

-5 1.779

-6 1.663

-7 1.548

-8 1.432

-9 1.316

-10 1.179

表2：危険段階別保険料率
（保険方式80%、下限なし）

表3：収入保険に加入して家畜共済を利用する場合

用 途
家畜共済

死亡廃用 疾病傷害

育成馬 ✕ 〇

繁殖馬 〇 〇

※収入保険と同時に加入できるのは、死亡廃用共済の繁殖馬と
疾病傷害共済（育成馬・繁殖馬）です。

下記の事項については組合への通知が必要です

※令和５年から適用
※1/2の国庫補助があります。



お問い合わせ先 北海道農業共済組合 日高支所 TEL：0146-42-0904

の場合

保険金・

特約補てん金の

請求・支払

加入申請

の 納付

保険期間

12月末まで １～12月
（税の収入の算定期間）

確定申告後（３～６月）

※ 保険料・積立金は分割支払も可
（最終の納付期限は保険期間の８月末）

※保険金等の受け取りが見込まれ、資金が必要な場合は無利子の

つなぎ資金借入が可能

加入・支払等のスケジュール

※ 保険期間が令和5年1月～12月の場合の例です。

※ 保険期間は青色申告の収入の算定期間と同じです。法人の保険期間は事業年度の1年間です。

事業年度の開始月によりスケジュールが変わります。

令和４年 令和５年 令和６年

＜必要書類＞
・青色申告決算書（過去分）
・雑収入の内訳帳簿（過去分）
・過去の種付け状況が分かる帳票

＜報告する事項＞
・基準収入金額の算定に必要な書類
・事故発生通知（収入減となる事由）
・営農計画変更（販売計画の変更時）

保険料および保険金等シミュレーション

保険料

積立金

付加保険料


